
 

平成１９年２月２８日 
 
各      位 

会 社 名  株式会社 大 林 組 
（本店所在地）大阪市中央区北浜東４番３３号 

代表者名  取締役社長 脇村典夫 
（コード番号 1802 東、大、名、福） 

問合せ先  東京本社総務部長 秀高 誠 
（TEL  03 － 5769 － 1017 ） 

取締役の辞任に関するお知らせ 

 
 平成１９年３月３１日付をもって、下記のとおり当社取締役が辞任いたしますのでお知らせい

たします。 
 

記 
 
１ 辞任する取締役 
  上 原   忠（現 代表取締役副社長 土木全般） 
  伊 藤 住 吉（現 専務取締役 土木本部長） 
  中 谷   章（現 専務取締役 名古屋支店長） 
 
２ 辞任年月日 

平成１９年３月３１日 
 
３ 辞任理由 

２月２８日に、公正取引委員会より独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で当社を含む建

設会社５社に対する刑事告発がありました。 
今回の告発は、法人として当社がその対象となるものであり、同法が建設業界に初めて適用

されたことを重く受け止めております。 
これを受けて、２月２８日に土木部門の最高責任者である副社長と専務取締役、対象となっ

た工事を所管する名古屋支店の支店長（専務取締役）の上記３名から、本年３月末日をもって

辞任する旨の申し出があり、当社はこれを受理いたしました。 
 

以 上 
（ご参考） 
「独占禁止法違反容疑で刑事告発を受けたことについて」（当社ＨＰ掲載資料） 
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（ご参考） 
「独占禁止法違反容疑で刑事告発を受けたことについて」（当社ＨＰ掲載資料） 

平成 19 年２月２８日 

各  位 

株式会社大林組 
取締役社長 脇村典夫 

 

２月２８日に、公正取引委員会より名古屋市交通局発注の地下鉄工事におけ

る、独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で当社を含む建設会社５社に対す

る刑事告発がありました。 

全社を挙げて談合防止に取り組んできたにもかかわらず、かかる事態を招い

たことは誠に遺憾であり、皆様に心から深くお詫び申し上げます。 

今回の告発は、法人として当社がその対象となるものであり、同法が建設業

界に初めて適用されたことを重く受け止めております。 

これを受けて、２月２８日に土木部門の最高責任者である副社長と専務取締

役、対象となった工事を所管する名古屋支店の支店長（専務取締役）の 3 名か

ら、本年３月末日をもって辞任する旨の申し出があり、受理いたしました。 

私は社長就任後まもなくの一昨年１２月に、談合行為は一切行わないよう社

内に強く宣言し、先頭に立って独禁法遵守プログラムなど一連の再発防止策を

講じてきましたが、徹底が行き届かなかった面があり、深く反省しております。 

この反省を踏まえて、今後は「違法行為は絶対に行わない」という役職員の

意識改革をさらに定着させ、健全な企業風土を持つ新生大林組として生まれ変

わるための道筋をきちんとつけることが経営トップである私の責任であり、使

命であると考えております。 

新生大林組の再出発にあたり、経営幹部全員の一致した決意を示す意味で、

下記のとおり報酬等の返上を行います。 

役職員一人ひとりが力を合わせて大林組の再生に取り組んでまいりますので、
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関係各位におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 

１ 報酬等の返上 

会長・社長         報酬の３０％を３ケ月間 

その他の取締役全員（６名） 報酬の２０％を３ケ月間 

執行役員全員（４６名）   報酬の２０％を１ケ月間 

理事全員（１１２名）    報酬の５％を１ケ月間 

 

２ 辞任取締役（本年３月末日付で辞任） 

  上原 忠 （代表取締役副社長 土木全般） 

  伊藤住吉 （専務取締役 土木本部長） 

中谷 章 （専務取締役 名古屋支店長） 

以 上 

 

 

 

 

 2 


